
四日市市告示第１２２号  

四日市市障害者雇用職場定着支援補助金交付要綱を次のように定める。  

 令和３年３月２２日  

四日市市長   森  智 広  

 

四日市市障害者雇用職場定着支援補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障

害者雇用の促進、職場定着を図るため、新たに障害者を雇用する企業等に対し、予

算の範囲内で補助金を支給することについて、四日市市補助金等交付規則 (昭和 57

年四日市市規則第 11 号 )に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 

（補助対象事業者） 

第２条 補助金の交付対象事業者（以下「事業者」という。）は、新たに障害者を雇

用する企業等とし、以下のすべてに該当するものとする。 

(1)市内に本店又は主たる事業所（従業員総数の２分の１以上の従業員が常時勤務し

ている事業所をいう。）を有している企業等 

(2)四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所又は労働者災害補償保険適用事

業主 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、事業者としな

い。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営

業その他これらに類する業を行っているもの 

 (2) 本市の市税を滞納しているもの 

 (3) その他市長が認めるもの 

 

（対象となる障害者） 

第３条 補助の対象となる障害者は、以下のすべてに該当するものとする。 

 (1)障害者手帳を取得しているもの 

 (2)国のトライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金の受給対象者でないもの 



 (3)雇用開始の前日から過去３年間に、当該事業者において雇用されていないもの 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、新たに障害者

を雇用し、職場定着を促進する事業とする。 

 

（補助対象期間）  

第５条 補助対象期間は、雇用開始日から雇用開始日を含めて３年間とする。  

２ 前項に定める補助対象期間のうち、雇用継続期間及び申請対象期間を下記のとお

り定めるものとする。  

雇 用 継

続期間  

雇 用 開 始 日

から３か月  

雇 用 開 始 日

から６か月  

雇 用 開 始 日

から１年  

雇 用 開 始 日

から２年  

雇 用 開 始 日

から３年  

申 請 対

象期間  

雇用期間  

１ か 月 目 ～

３か月目  

雇用期間  

４ か 月 目 ～

６か月目  

雇用期間  

７ か 月 目 ～

12 か月目  

雇用期間  

13 か月目～

24 か月目  

雇用期間  

25 か月目～

36 か月目  

 

（補助金の額）  

第６条 補助金の額は、以下のとおりとする。  

 継 続 雇 用

期間  

継続雇用

３ か 月 

継続雇用

６か月  

継続雇用

１年  

継 続 雇 用

２年  

継続雇用 

３年  
 

 
 

 

雇
用
保
険
対
象
者 

重度  大企業  ３０  ４０  ７０  １５０  ２００  

中小企業  ４０  ５０  １００  ２００  ３００  

重 度

以外  

大企業  ２０  ３０  ５０  １００  １５０  

中小企業  ３０  ４０  ７０  １５０  ２００  

短 時

間 雇

用 ※

１  

大企業  １０  ２０  ４０   ８０  １００  

中小企業  ２０  ３０  ５０  １００  １５０  

雇 用 率 の 対 象 と な ら な

い人（※２）  

１０  ２０  ４０  ８０  １００  

 （単位：千円、一人あたり）  



※１：週あたりの所定労働時間が、２０時間以上３０時間未満の労働者  

※２：週あたりの所定労働時間が、２０時間未満の労働者（雇用保険の被保険

者でない人）  

２ 企業の範囲は、次のとおりとする。  

(1)中小企業の範囲は下記に定めるとおりとする。なお、「資本金の額・出資の総額」

および「常時雇用する労働者の数」は、いずれかを満たすものとする。ただし、医

療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、下表の「資本金の額・

出資の総額」又は「常時雇用する労働者の数」により判定する。  

産業分類  資本金の額・出資の総額  常時雇用する労働者の数  

小売業（飲食店を含む） 5,000 万円以下  50 人以下  

サービス業  5,000 万円以下  100 人以下  

卸売業  １億円以下  100 人以下  

その他の業種  ３億円以下  300 人以下  

(2) 前号を満たすもの以外は、大企業とする。  

３ 障害者の範囲は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）第２条に規定するものとする。ただし、精神障害者は、重度障害者とする。  

４ 補助対象期間中に勤務時間等の変更があった場合は、変更内容に応じて補助金額

を変更するものとする。ただし、その変更が申請対象期間中に生じたものであり、

申請対象期間の３分の２の期間を超えた時点での変更であった場合、その申請対象

期間については変更前の補助金額とし、次期申請対象期間から補助金額を変更する

ものとする。  

 

（計画書）  

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、雇用の

開始前までに、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画書（第１号様式。以下

「計画書」という。）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。  

 

（計画承認）  

第８条 市長は、前条の規定による計画書の提出があった場合、その内容を審査し、

補助することが適当と認めたときは、速やかに四日市市障害者雇用職場定着支援補

助金計画承認書（第２号様式）により、承認しないと決定したときは四日市市障害

者雇用職場定着支援補助金計画不承認書（第３号様式）により、それぞれ申請者に

通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の計画承認に当たり、必要な条件を付することができる。  

 



 （計画変更）  

第９条 申請者が補助金の計画承認を受けた後において、補助事業等を変更（廃止及

び中止を含む。）しようとする場合は、直ちに市長に四日市市障害者雇用職場定着支

援補助金計画変更承認申請書（第４号様式。以下「計画変更承認申請書」という。）

を提出し、承認を受けなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内容

を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。  

 

（変更決定）  

第１０条 市長は、前条第２項の規定により、四日市市障害者雇用職場定着支援補助

金の計画の変更を承認したときは、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画変

更承認書（第５号様式）により申請者に通知するものとする。  

 

（交付申請）  

第１１条 申請者は、第５条に定める各継続雇用期間の終了後、３か月以内に四日市

市障害者雇用職場定着支援補助金交付申請書（第６号様式。以下「交付申請書」と

いう。）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 

（補助金の交付）  

第１２条 市長は、前条の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当

と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。  

２ 申請者は、前項の請求を行う場合は、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金請

求書（第７号様式。以下「請求書」という。）により市長に請求するものとする。  

 

（補助金の返還）  

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるもの

とする。  

 (1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 

 (4) その他この要綱に違反したと認められるとき。  



 

（書類の整備）  

第１４条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかに

した帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管し

ておかなければならない。  

 

（調査）  

第１５条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めた

ときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。  

 

（補助金の評価）  

第１６条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。  

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。  

 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

（有効期限）  

２ この要綱は、第１４条の規定を除き、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。  

 

 

 



第 １ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者             

電 話 番 号    （   ）     

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 書  

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 次 の と お り 提 出 し ま す 。  

記  

 

１ 雇用内容  

１  被 雇 用 者 名    

２  雇 用 開 始 日   

３  所 定 労 働 時 間  
  時   分 ～   時   分 （ 週   時 間 ） 

□ 短 時 間 以 外  □ 短 時 間  □ 週 20 時 間 未 満  

４  障 害 種 別  

□ 身 体 障 害 者 （ □ 重 度  □ 重 度 以 外 ）  

□ 知 的 障 害 者 （ □ 重 度  □ 重 度 以 外 ）  

□ 精 神 障 害 者  

２  添 付 書 類  

 ・ 申 告 書  

・ 雇 用 通 知 書 等 の 写 し  

・ 障 害 者 手 帳 の 写 し  

・ 事 業 者 の 概 要 （ 法 人 登 記 簿 謄 本 な ど 、 資 本 金 、 従 業 員 数 、 事 業 の 概 要

等 が わ か る も の 等 ）  

 

 

 



申 告 書 

下記の「確認事項」に該当または同意する場合は、チェック欄に「レ」を記入して

ください。 

確 認 事 項 チェック 

①申請企業の種類    
□大企業   

□中小企業 

②被雇用者を継続して雇用する予定である。  

③被雇用者は、雇用開始の前日から過去３年間に、当該事業

所において雇用されていない。 
 

④被雇用者は、障害者手帳を持っている。  

⑤被雇用者は、国のトライアル雇用助成金・特定求職者雇用

開発助成金の受給対象者ではない。 
 

⑥被雇用者は、雇用保険の加入者である、または加入予定で

ある。または、雇用保険の対象でない週２０時間未満の雇用

である。 

□短時間以外 

（週 30 時間以上） 

□短時間 

（週 20～30 時間） 

□週 20 時間未満 

⑦市内に本店または主たる事業所がある。  

⑧公共職業安定所の雇用保険適用事業所、または、労働者災

害補償保険適用事業主である。 
 

⑨申請書に虚偽の内容があった場合は、交付決定は無効とな

ることに同意する。 
 

⑩補助金の受給後に虚偽の内容が明らかになった場合は、受

給した補助金を返還し、加算金を納付する。 
 

上記の事項に相違ありません。 

   年   月   日 

事業所名                

 代表者名                   



第 ２ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

   第   号   

                     （ 申 請 者 ）  

住  所          

名  称          

代 表 者          

 

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 承 認 書  

 

  年   月   日 付 け 四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 書

に つ い て は 、四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規

定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 承 認 す る こ と に 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長       印  

記  

１ 被雇用者                     

継続雇用

期間 

３か月 ６か月 １年 ２年 ３年 

申請対象

時期 

年 

 月 日 

年  

月 日 

年  

月 日 

年 

月 日 

年 

月 日 

年 

 月 日 

年  

月 日 

年  

月 日 

年 

月 日 

年 

月 日 

金額 

（千円） 

     

 

２ 補助金交付の条件 

(1) 四日市市補助金等交付規則及び四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補助金

交付要綱の規定を遵守すること。 

(2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。 

(3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。 



第 ３ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

    第   号  

 

                     （ 申 請 者 ）  

住  所          

名  称          

代 表 者          

 

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 不 承 認 書  

 

  年   月   日 付 け 四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 書

に つ い て は 、 下 記 と お り 承 認 で き ま せ ん の で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長      印  

 

記  

 

１ 不承認の理由  



第 ４ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者             

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号  で 計 画 承 認 の あ っ た 四 日 市

市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 に つ い て 下 記 の と お り 計 画 を 変 更 し た

い の で 、四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に

基 づ き 承 認 さ れ た く 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

１ 変更の内容 

１  被 雇 用 者 名    

２  変 更 日   

３  所 定 労 働 時 間  
  時   分 ～   時   分 （ 週   時 間 ） 

□ 短 時 間 以 外  □ 短 時 間  □ 週 20 時 間 未 満  

４  障 害 種 別  

□ 身 体 障 害 者 （ □ 重 度  □ 重 度 以 外 ）  

□ 知 的 障 害 者 （ □ 重 度  □ 重 度 以 外 ）  

□ 精 神 障 害 者  

 

２ 変更の理由 

 

３ 添付書類 

   ・変更内容の確認できるもの（雇用通知等） 



第５号様式（第１０条関係） 

  

 第   号  

                     （ 申 請 者 ）  

住  所          

名  称          

代 表 者          

 

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 計 画 変 更 承 認 書  

 

     年   月   日 付 け 四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金

の 計 画 変 更 を 承 認 し た の で 、四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 交 付

要 綱 第 １ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、下 記 の と お り 承 認 す る こ と に 決 定 し た の で

通 知 し ま す 。  

  年   月   日  

四 日 市 市 長      印  

記  

 

１  被 雇 用 者                  

    

２ 計画変更の内容 

 

継続雇用

期間 

３か月 ６か月 １年 ２年 ３年 

申請対象

時期 

年 

 月 日 

年  

月 日 

年  

月 日 

年 

月 日 

年 

月 日 

年 

 月 日 

年  

月 日 

年  

月 日 

年 

月 日 

年 

月 日 

金額 

（千円） 

     

 



第６号様式（第１１条関係） 

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

        代 表 者             

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号  で 計 画 承 認 を 受 け た 四 日 市

市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 に つ い て 、四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補

助 金 交 付 要 綱 第 １ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、関 係 書 類 を 添 え て 下 記 の と お り 申

請 し ま す 。  

 

記  

 

１ 被雇用者                      

 

２  補 助 申 請 金 額              円  

    継 続 雇 用  □ ３ か 月  □ ６ カ 月  □ １ 年  □ ２ 年  □ ３ 年  

 

      

３  添 付 書 類  

・  対 象 期 間 の 出 勤 簿 の 写 し  

・  雇 用 保 険 被 加 入 者 通 知 書 の 写 し （ 雇 用 保 険 被 加 入 者 ）  

・  雇 用 保 険 適 用 事 業 所 ま た は 労 働 者 災 害 補 償 保 険 適 用 事 業 主 で あ る こ

と が 証 明 で き る 書 類 （ 雇 用 保 険 被 加 入 者 で な い 場 合 ）  

・ 完 納 証 明 書  

 

  



第７号様式（第１２条関係） 

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）          

住  所           

名  称           

代 表 者           

（ 代 表 者 の 署 名 又 は 記 名 押 印 ）  

 

 

四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 請 求 書  

 

 

 四 日 市 市 障 害 者 雇 用 職 場 定 着 支 援 補 助 金 交 付 要 綱 第 １ ２ 条 の 規 定 に 基

づ き 、 下 記 の と お り 補 助 金 を 請 求 し ま す 。  

 

記 

 

１  被 雇 用 者                   

     

２ 補助金額                   円 

継 続 雇 用  □ ３ か 月  □ ６ カ 月  □ １ 年  □ ２ 年  □ ３ 年  

 

 

 ＜振り込み先＞ 

    銀行名  ： 

    支店名  ： 

    口座区分 ： 

    口座番号 ： 

    口座名義 ： 

   （フリガナ）： 

 


